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特 記 仕 様 書 

 
１－１ 受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書に基づき施工するものとする。 
 
１－２ 本工事の交通規制は、原則夜間開放とし、やむを得ず夜間通行規制とする場合は、発注

者と協議する。 
 
１－３ 現地の状況について、綿密な事前調査を行い、施工すること。また、鉄蓋等の高さの調

整をすること。 
 
１－４ 産業廃棄物の適正処理について 

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄

物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管

理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなけれ

ばならない。 
 
１－５ 交通誘導員・保安要員の配置指定 

交通誘導員については、一般交通に支障のないよう配置すること。配置人員については

延べ７８名を計上している。 
 
１－６ 環境配慮事項 

受注者は、本業務の遂行における作業全般にわたって環境への配慮に努めるものとする。 
（１） 本業務の移動・運搬においては、合理化・効率化を図るとともに、低公害型の

手段を用いること。 
（２） 本業務において、管渠内の清掃及び美化に努めること。 
（３） 排出された廃棄物を適正に処理すること。 
（４） 消耗品の使用にあたっては、環境への負荷の少ないものを選定すること。 
（５） 提出書類等には、エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に使用する

こと。 
（６） 再生品の使用を推進すること。 
（７） その他受注者が行っている環境配慮行動を実施すること。 

 
１－７ 妨害又は不当要求に対する通報義務 

（１）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念

等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場

合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。な

お、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講

じることがある。 
（２）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間

内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長

を請求することができる。 
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１－８ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）（平成１２

年法律第１０４号、以下「法」という）の対象工事である旨の明示について 

この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象工事です。 

よって、法第９条に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が

義務づけられた工事です。 

また、落札者は落札後、法第１２条及び法第１３条の手続きが必要となりますので、

工事担当課と協議のうえ、諸手続をしてください。 

 

１－９ 工事実績データ作成、登録 

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額 500 万円以上の工事について、

工事実績情報サービス(CORINS)入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基

づく、入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・

訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、受

注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、

完成時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜、登録期間に登録申請しなければな

らない。 

また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた

際には、その写しを直ちに監督員に提出しなくてはならない。なお、変更時と完成時

の間が１０日間に満たない場合は変更時の提出を省略できるものとする。 

 

１－１０ その他 

舗装工事が予定されている範囲のマンホールについて、舗装施工者と事前打ち合わせを

実施の上、マンホール蓋更新工事を行うこと。 
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多治見市下水道用鋳鉄製マンホールふた 特記仕様書 

令和 ８年 ６月 １６日 

１．適用範囲 

この特記仕様は、本市が使用する下水道用鋳鉄製マンホールふた 呼び600（以下「マンホールふた」

と言う。）に適用し、その種類は次のとおりとする。 

 

２．種類 

種類 荷重仕様 使用箇所*2 備考 

新次世代型ふた 

(2024技術マニュアル*1準

拠) 

T-25 

車道幅員5.5ｍ以上 

※5.5ｍ未満であって

も大型車両の通行があ

る、交通量の多い道路

及び拡幅計画道路は

T-25とする 

 

T-14 

車道幅員5.5ｍ未満及

び歩道  

※5.5ｍ以上であって

も、団地等の区画道路

部分は、T-14とする 

① 合流区域等、管路内の圧力の影響を

受け易い場所 

② 国道、県道及び片側２車線の市道 

③ 腐食環境下の場所 

 

 

 

その他、蓋の種類に

よる使用箇所につ

いては、道路の状況

及び蓋の価格等を

考慮し、適宜使い分

けをするものとす

る。 

次世代型ふた 

(2007技術マニュアル*2準

拠、または、建設技術審査

証明の取得) 

① 上記以外の車道 

デザインふた 

(JSWAS G-4準拠) 

 

① 歩道 

② デザイン性が求められる場所 

 

*1 （公財） 日本下水道新技術機構発行『アセットマネジメントの実践に向けた次世代型マンホール蓋技術マニュア

ル』(2024年6月発行)を示す。 

*2 （財） 下水道新技術推進機構発行『次世代型マンホールふたおよび上部壁技術マニュアル』(2007年3月発行)を示

す。 

 

３．性能項目  

３－１．新次世代型ふた 

次世代型ふたについては、（公財） 日本下水道新技術機構発行の『アセットマネジメントの

実践に向けた次世代型マンホール蓋技術マニュアル』(2024年6月)（以下、「2024技術マニュアル」

という。）に準拠した性能とする。なお、防食性能については、硫酸浸漬試験（傷あり､pH1）の

条件も実施すること。 

３－２．次世代型ふた 

次世代型ふたについては、(財)下水道新技術推進機構発行『次世代型マンホールふたおよび上

部壁技術マニュアル』(2007年3月発行)（以下「2007技術マニュアル」と言う。」）に準拠した性

能、または『建設技術審査証明』を取得したものとする。 

３－３．デザインマンホールふた (JSWAS G-4準拠型) 

デザインマンホールふたについては、日本下水道協会規格（JSWAS）G-4に準拠した性能とする。 
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３－３．開閉器具 

下図の開閉器具同等品にて開閉できる構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開閉器具 

 

４．性能確認方法 

４－１．新次世代型ふた 

新次世代型ふたの製品検査は、2024技術マニュアルの性能に基づく、（公財） 日本下水道新技

術機構の建設技術審査証明書の取得によるもの、または、検査が確実・公平に透明性を持って実施

できる公的試験所もしくは第三者性を証明できる試験所（ISO/IEC17025取得等）で実施し、その証

明書を提出することとする。 

材料承認については、事前にマンホール蓋の性能が2024技術マニュアルに準拠していることを証

明する建設技術審査証明書の写し、または試験成績書等の資料を添付した承認申請を本市担当者に

提出し材料承認を得ること。  

４－２．次世代型ふた 

次世代型ふたの材料承認については、事前にマンホールふたの性能が2007技術マニュアルに準拠

または、建設技術審査証明を取得していることを証明する試験成績所などの資料を添付した承認申

請を、 

本市担当者に提出し承認を得ること。 

４－３．デザインマンホールふた 

デザインマンホールふたの材料承認については、事前にマンホールふたの性能がJSWAS G-4に準

拠していることを証明する承認申請を、本市担当者に提出し承認を得ること。 

 

上記４－１～３について、検査に供する製品及び検査費用は、製造業者負担とする。 
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５．性能確認項目 

2007及び2024技術マニュアル性能及び試験項目 
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６．表示 

６－１．新次世代型及び次世代型マンホール蓋（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－２．デザインマンホール蓋（例） 

デザインマンホール蓋については「おすい」「うすい」等の文字の種類を本市担当者の指示に

従い設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市指定デザイン 

 

 

７．疑義 

以上の事項に該当しない疑義については協議の上決定するものとする。 

｢USUI｣又は 
｢OSUI｣表記 


